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「第１４３回定時株主総会招集ご通知」 
記載事項の一部修正について 

 
当社「第１４３回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき箇所がございま

したので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記の

とおり修正のご連絡をさせていただきます。 

なお、当ウェブサイト内掲載の「第１４３回定時株主総会招集ご通知」は修正事項を反映し

ております。 

記 

記載事項の修正 

 

 第１４３回定時株主総会招集ご通知（23 ページ） 

 （添付書類）事業報告 

 ３．会社役員に関する事項 

  (2) 取締役および監査役の報酬等の額 

   ③ 取締役の報酬等の内容の決定に関する方針等 

 

 【修正前】 

当社は、2021 年 11 月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係 

 る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容 

 について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。 

 また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容や

決定の方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合している

ことや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に 

沿うものであると判断しております。 

 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容について、取締役の報酬は、当社の

企業価値向上に資することを原則として、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性 

を考慮して決定します。また、個々の取締役の報酬の決定は、各職責を踏まえた適正な水準

としております。 

 

【修正後】 

当社は、2021 年 11 月９日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係

る決定方針を決議しております。当該方針に基づき、取締役の報酬等の内容の決定に関する

取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答

申を受けることとしています。 

また、取締役会は、取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容や決定の方法および

決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していること、および、指

名報酬委員会からの答申が尊重されることを確認することとしております。 

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容について、取締役の報酬は、当社の

企業価値向上に資することを原則として、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性

を考慮して決定します。また、個々の取締役の報酬の決定は、各職責を踏まえた適正な水準

としております。 

以 上 


